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 令和７年度富士見市高齢者あんしん相談センター運営方針（案） 

 

§１ 運営方針の制定趣旨 

富士見市（以下「市」という。）は、「第９期富士見市高齢者保健福祉計画」に基

づき、５か所の地域包括支援センター（以下「高齢者あんしん相談センター」とい

う。）を設置します。高齢者あんしん相談センターの運営については、「令和７年度

富士見市高齢者あんしん相談センター運営方針」を策定し、基本的な考え方や理念、

業務推進の指針などを明確にするとともに、高齢者あんしん相談センター業務の円

滑かつ効率的な実施に資するものとします。 

 

§２ 高齢者あんしん相談センターの設置目的 

高齢者あんしん相談センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続け

られるよう、心身の健康の維持及び生活の安定のために必要な相談・援助を行うこ

とにより、保健医療の向上及び福祉の増進を図り、総合的・包括的・継続的に支援

することで地域包括ケアシステムの深化・推進を図るために設置されるものです。 

  高齢者あんしん相談センターは、地域包括ケアシステムの推進を担う中核機関と

して、地域住民一人ひとりに対する個別的なサービスの調整、地域におけるネット

ワークの構築・再生等、地域の様々なニーズに応えることのできる高齢者福祉の「ワ

ンストップサービスの拠点」となることを目指すとともに、地域共生社会の構築に

向けた地域の連携体制の中心的機関となることを目指します。 

 

§３ 運営の基本方針 

高齢者あんしん相談センターは、富士見市地域包括支援センターの人員等に関

する基準を定める条例（平成２７年条例第１８号）を遵守し、次に掲げる運営方

針に従い行動するものとします。 

高齢者あんしん相談センターの設置主体は市であることから、市は高齢者あん

しん相談センターの設置目的を達成するための体制整備に努めるものとします。 

加えて、市と高齢者あんしん相談センターは、地域の関係機関の連携体制の構

築などの重点的な取組について、共通の認識のもとに協働し、適正な運営に努め

るとともに、高齢者あんしん相談センターの運営に適切に関与するものとしま

す。 

また、市が設置する富士見市介護保険事業推進委員会は、高齢者あんしん相談

センターの運営に関する事項について、承認や協議、評価する機関として役割を

発揮することにより、適切、公正かつ中立な地域包括支援センターの運営を確保

します。 

＜運営方針（第９期高齢者保健福祉計画より抜粋）＞ 

 

１ 高齢者が自分らしい生活を継続することができるよう支援します。 

  地域に暮らす高齢者の総合相談窓口として、高齢者がどのような生活をしてい 

るのか、積極的に地域に出て地域の高齢者の状況を把握するとともに、高齢者が 

自分らしい生活を継続できるように、自立に向けた関わりから必要なサービスの 

資料２ 



 

2 

 

調整等、高齢者の意思を尊重し、一人ひとりの状況にあわせて支援します。 

２ 地域におけるネットワークの充実を図り、高齢者が暮らしやすい地域づくりを

目指します。 

  地域で暮らす高齢者の生活を支えるためには、介護保険サービスだけでなく保 

健・医療・福祉サービスや高齢者サロンなどのボランティア活動、NPO法人や民 

間の活動など、様々な社会資源を結びつけていくことが重要です。 

地域が抱える課題を把握し、解決に向けて取り組むために、行政機関、医療機 

関、介護保険サービス事業者、町会や民生委員・ボランティアなど地域の関係者

などと連携し、ネットワークの充実を図ります。 

３ 公正中立に事業運営を行い、専門職によるチームアプローチを実践します。 

  市の介護・福祉行政の一翼を担う公益的な機関としての自覚を持ち、多様化・ 

複雑化した相談に対して保健師・看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーがそ 

れぞれの専門性を活かし、職員間の意思疎通を高め情報を共有して全体で対応を 

検討し、相互に連携・協働しながら公正中立に対応します。 

 

§４ 高齢者あんしん相談センターの事業指針 

（１）包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

①介護予防ケアマネジメント業務（第１号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者

に係るものを除く。）） 

第１号介護予防支援事業は、基本チェックリスト該当者（以下「事業対象者」

という。）及び継続利用要介護者に対して介護予防及び日常生活支援を目的として

適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う業務です。 

ア 支援を要する方の早期把握および支援 

実態把握の訪問や総合相談、出前講座、関係機関との連携等あらゆる機会に

おいて閉じこもり等何らかの支援を要する方の把握に努め、状態に応じ介護予

防活動等へつなげます。 

イ 事業対象者や継続利用要介護者への支援 

    事業対象者や継続利用要介護者に対し、一人ひとりの状況にあわせ地域にお

いて自立した生活を送ることができるよう支援します。 

介護予防ケアマネジメントにおいては、適切なアセスメントの実施により、

状況を踏まえて目標を設定し、利用者自身がそれを理解したうえで目標の達成

に取り組んでいけるようケアプランを作成します。 

また、一般介護予防事業を担当する健康増進センターと連携し、住民主体の

地域活動等の把握に努め介護予防ケアマネジメントに生かすとともに、介護予

防の啓発に取り組みます。 

②総合相談支援事業 

ア 地域におけるネットワークの構築 

  （ア）地域の社会資源の把握と活用 

    地域特性に応じたサロンや集い、地域の自主的活動、新たに事業を開始した

民間事業所など、変化する地域の状況や社会資源を把握し、必要な高齢者に対

して適時に情報提供やサービスへのつなぎができるよう努めます。 

（イ）見守り体制の構築 
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認知症の高齢者の見守りや虐待の通報、消費者被害の防止等に「高齢者見守

りネットワーク」が有効に活用できるよう、連携を深めます。 

協力事業所等に認知症の理解を深めるために「認知症サポーター養成講座」

等を開催し、地域への啓発活動をすすめ地域の連帯による高齢者への支援に取

り組みます。 

（ウ）ネットワークの拡充・活性化 

支援を必要とする高齢者を早期に把握し、保健・医療・福祉等のサービスを

始めとする適切な支援につなぎ、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を

予防するために、様々な関係者とのネットワークを構築し連携の強化と拡充を

図ります。 

イ 実態把握 

地域に住む高齢者の生活の状況を把握することで、地域の特性が理解でき、

隠れた問題やニーズを発見することができます。孤立している高齢者や支援が

必要な世帯を把握し、状況を確認するとともに、早期の支援や対応に取組むよ

う努めます。 

ウ 総合相談支援 

地域において高齢者等が安心して相談できる拠点としての役割を果たすた

めに、高齢者福祉課や関係機関と連携し、様々な相談内容に対応します。 

相談に対しては、的確な状況把握等を行い、専門的・継続的な関与又は緊急

の対応の必要性を判断します。相談者への適切な情報提供を行うとともに、必

要な場合には定期的に状況を把握し支援します。 

複合化・複雑化した事例において高齢者の関わりがある場合には、関係機関

等と連携しながら包括的な支援や対応をしていけるよう努めます。 

  エ 家族を介護する者に対する相談支援 

    家族を介護する者が求めている支援としては、相談援助・支援、介護に関す

る情報や知識・技術の提供、家族介護者同士の支え合いの場の確保、家族介護

者に関する周囲の理解の促進などがあり、高齢者あんしん相談センターにおい

ては、これらのニーズを踏まえ、ヤングケアラーや育児と介護を同時期に担う

方などにも配慮しつつ、（６）②の家族介護支援事業と連携して支援を行いま

す。 

  オ 地域共生社会の観点に立った包括的な支援の実施 

複合化・複雑化した課題を抱える個人や世帯に対する適切な支援・対応を行

うため、相談等を通じて自らが解決に資する支援を行うことが困難な地域生活

課題を把握した場合には、必要に応じて適切な支援関係機関につなぐよう努め

なければなりません。 総合相談支援の実施にあたっては、他の相談支援を実施

する機関と連携するとともに、必要に応じて引き続き相談者とその世帯が抱え

る地域生活課題全体の把握に努めながら相談支援に当たります。 

③権利擁護事業 

ア 成年後見制度等の活用促進 

認知症の高齢者の増加とともに、成年後見制度の利用が必要な高齢者が増え

ており、成年後見制度の啓発や、申し立てにあたっての相談等、支援に取り組

むとともに、社会福祉協議会や成年後見センターふじみ、リーガルサポート等
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権利擁護に関係する団体や高齢者福祉課と連携を図り対応します。 

  イ 老人福祉施設等への措置の支援 

虐待等の場合で、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させることが必要と判

断した場合は、高齢者福祉課に当該高齢者の状況等を報告し、措置入所の実施

を求めます。 

ウ 高齢者虐待への対応 

高齢者や家族、関係機関からの相談で虐待の事例を把握した場合には、高齢

者福祉課と連携し、速やかに訪問して状況を確認する等適切な対応をします。 

深刻な事態になる前に実態を把握し予防的に取組むとともに、虐待の防止の

ための啓発活動に努めます。 

  エ 困難事例への対応 

高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している場合、高齢者自身が支援を

拒否している場合等の困難事例を把握した場合には、高齢者あんしん相談セン

ターに配置されている専門職が相互に連携するとともに、高齢者あんしん相談

センター全体で対応を検討し、必要な支援を行います。 

オ 消費者被害の防止 

訪問販売等による消費者被害を未然に防止するため、消費生活相談員等関係

機関と連携し消費者被害等に関する情報提供や早期の対応を図るとともに、消

費者被害防止の啓発活動に努めます。 

また、高齢者の消費者被害を未然に防止し、その拡大を防ぐための取組みを

効果的かつ円滑に行うため、高齢者消費者被害防止連絡会議に出席し、人権・

市民相談課や高齢者福祉課と連携しながらすすめます。   

④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

ア 包括的・継続的なケア体制の構築 

地域における包括的・継続的なケアを実施するため、ケアマネジャーが医療

機関を含めた関係機関と連携し地域の社会資源を有効に活用していけるよう、

地域の連携・協力体制をつくります。 

  イ 地域における介護支援専門員のネットワークの活用 

    地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するために、介護

支援専門員相互の情報交換等を行う場を設定する等介護支援専門員のネット

ワークを構築し、その活用を図ります。 

  ウ ケアマネジャーに対する相談・支援 

    ケアマネジャーに対する個別の相談対応や介護予防サービス計画などへの

助言・検証・指導、サービス担当者会議の支援、困難事例の対応への助言等を

通して、個々の高齢者への支援方針に対し専門的見地からの対応を行うととも

に、高齢者あんしん相談センターの役割を明確にして支援をします。 

また、ケアマネジャーが自身の役割や解決方法を整理し、関係機関と連携・

調整を図り、自立支援の考え方や課題解決能力を高めることができるよう、事

例検討や研修等を実施します。 

（２）包括的支援事業（社会保障充実分） 

①在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、高齢者の意向を尊重しつつ、住み慣
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れた地域で在宅生活が送れるよう、二市一町主催「医療と介護連携会議」への参

加とともに、東入間医師会館内に設置された「地域医療・介護相談室」と協力し、

医療機関や介護事業所等関係者の連携強化に努めます。また、入退院支援ルール

の運用検討会議等へ参加するなど、医療と介護の関係者がスムーズに連携できる

よう努めます。 

②生活支援ニーズの把握 

一人暮らし高齢者等が日常生活上困った時に必要なサービスが受けられるか、

どのようなサービスが必要か等のニーズを、高齢者あんしん相談センターの業務

の中で把握し、高齢者が住みやすい地域づくりに向けて、生活支援コーディネー

ターと連携し活動します。 

③認知症総合支援事業 

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、

認知症の方やその家族を見守り支援する体制をつくっていくために、地域の特性

に応じた認知症に関する取り組みを、認知症地域支援推進員を中心にすすめます。 

ア 認知症の正しい理解についての普及啓発 

より多くの方が認知症についての理解を深めることができるよう、高齢者福

祉課や関係機関と連携し、認知症ケアパスの普及やアルツハイマーデーに合わ

せたチラシ配布活動など、地域の方への普及啓発活動を行います。また、認知

症サポーター養成講座や認知症サポーターフォローアップ研修会を開催し、認

知症の方やその家族を見守り支援する地域づくりに努めます。 

イ 認知症相談対応 

在宅で認知症の方を介護している家族の認知症介護技術や方法についての相

談窓口となる認知症地域ケア相談室であることを、認知症支援ガイドブック等

を活用しながら様々な機会を通じて周知します。 

    相談を受けた場合は、認知症初期集中支援チームとしての対応や認知症地域

支援推進員、地域密着型サービス事業所等と連携を図り、専門医療機関等の必

要な機関につなげる等、状況に応じた支援を行います。 

ウ 認知症の方とその家族を支援する体制の構築 

地域の方や関係者、地域密着型サービス事業所等と連携し、見守りや相談支

援を行う体制づくりに努めます。 

認知症の方や家族が少しでも気持ちが和らいで過ごせるよう、ボランティア

等に協力をしてもらいながら、認知症カフェ（オレンジカフェ）を開催し、気

軽に集える場を提供します。 

また、認知症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターを結び

つけるための「チームオレンジ」を推進するためのサポーターへの働きかけや

運営支援を、高齢者福祉課や関係機関等と協働しながらすすめていきます。 

（３）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

   包括的支援事業を効果的に実施するため、介護サービスに限らず、地域の保健・

福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマルサービスなどの様々な

社会的資源が有機的に連携することができる環境整備を行うことが重要です。 

このため、こうした連携体制を支える共通的基盤として多職種協働による地域

包括支援ネットワークを構築することが必要です。 
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地域包括支援ネットワークの構築に当たっては、地域の特性に応じたネットワ

ークを構築することにより、地域の関係者との相互のつながりを築き、日常的に

連携が図られるよう、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、被保険者の地

域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは

要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者と

の連携に努めるものとします。 

（４）地域ケア会議の実施 

医師、薬剤師、町会長、民生委員、ケアマネジャー、社会福祉協議会、生活支

援コーディネーター等地域の多様な関係者が事例をとおした検討等により、地域

にある課題やニーズを把握して情報を共有し、その解決に向けて協議を行ってい

く地域ケア圏域会議を開催します。 

また、ケアマネジャーが担当している主に要介護１・２の認定を受けている方

のケアプランをとおして、自立支援に資するケアマネジメント支援を行う地域ケ

ア個別会議を開催します。会議開催にあたり、協議に必要な助言者の検討や調整

を行います。 

  市で行う介護予防支援地域ケア会議においての事例提出や意見交換、様々な

機会の研修参加などで、自立支援に資するケアマネジメントを適切に実施でき

るよう努めます。 

また、それぞれの地域ケア会議において把握した地域の特性や課題を整理し、

地域の実情に応じた必要な支援に向けての検討や市への提言を行います。 

（５）指定介護予防支援 

居宅要支援被保険者（指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係

る介護予防支援を受けている者に限る）が、介護予防サービス等の適切な利用等

を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、

介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく

指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等の

関係機関との連絡調整などを行います。 

（６）その他 

 ①第１号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係るものに限る。） 

居宅要支援被保険者（指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係

る介護予防支援を受けている者を除く。）に対して、介護予防及び日常生活支援を

目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選

択に基づき、第１号訪問事業、第１号通所事業、第１号生活支援事業その他の適

切な事業が包括的かつ効果的に提供されるよう、（１）①に準じた必要な支援を行

います。 

②家族介護者支援 

介護者（ケアラー）支援のため、高齢者の心身の状態に応じた適切な介護の知

識・技術の習得や介護保険等サービスの利用方法等を内容とした教室を開催しま

す。 

また、介護者の健康状態や生活環境等を考慮し、状況に応じた相談方法で情報

提供を行うなど介護者への対応を図ります。 

（７）その他 



 

7 

 

①事業計画の作成・管理 

高齢者あんしん相談センターの業務を遂行するために、目的や運営方針に沿っ

た内容で、年間の事業計画を職員全員で協議して作成します。また、達成に向け

た進行管理を行うとともに、課題解決に向けた取り組みや、事業の進め方で改善

が必要なもの等、適宜評価を行いながら進めます。 

②高齢者あんしん相談センターの周知 

高齢者あんしん相談センターの業務を適切に実施していくうえで、業務に対す

る理解と協力を得るために、積極的に地域に出向き様々な機会において、地域の

方や関係機関へ周知活動を行います。 

職員は業務に際して高齢者あんしん相談センター職員身分証明書を携帯し、利

用者から求められた場合は提示し身分を明らかにします。 

③他の高齢者あんしん相談センターとの連携 

毎月の地域包括支援センター会議や各高齢者あんしん相談センターが協働で行

う事業において、情報の共有や意見交換、協議等を行い、適宜連携を図りながら

相互の活動の質の向上に努めます。 

④職員のスキルアップ 

相談やケアマネジメント等業務に必要な技術の向上や知識の習得のため、研修

に積極的に参加するとともに、その内容を報告・伝達し、全体のスキルアップに

努めます。 

⑤介護保険事業推進委員会での報告 

高齢者あんしん相談センターの事業計画や活動実績、予算、決算、地域ケア会

議における検討内容の報告等を行います。 

⑥個人情報の保護 

職員は、個人情報の保護に関する法律を遵守します。 

個々の相談記録は各高齢者あんしん相談センターの業務管理システムにおいて

管理し、紙台帳やプリントアウトした個人情報などは、ロッカーに施錠し保管・

管理し、不要となった場合は安全に破棄します。 

また、個人情報が外部に漏洩しないよう、パソコンや訪問などでの管理には細

心の注意を払います。 

⑦感染防止対策の実施 

様々な感染症の拡大防止のため、国・県及び市の方針に留意し、感染防止対策

を十分行いながら事業を実施します。 

⑧非常災害対策 

火災、風水害、地震その他非常災害時には、関係機関と情報共有し、連携・協

力しながら要配慮者の支援にあたります。 

 ⑨法令等の遵守 

  事業の実施については、 介護保険法（平成９年法律第 123号）、介護保険法施行

令（平成 10年政令第 412号）、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）、

平成 18年６月９日付け老発第 0609001号「地域支援事業の実施について」、平成 17

年 12月 19日厚生労働省老健局作成「地域包括支援センター業務マニュアル」及び

平成 18 年 10 月 18 日付け老計発第 101800 号、老振発第 1018001 号、老老発第

1018001 号「地域包括支援センター設置運営について」を遵守して実施するものと
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します。 


